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外務省における就職氷河期世代の国家公務員中途採用の方針について 

 

１ 外務省における採用の全体像 

 外務省においては、国家公務員中途採用者選考試験（就職氷河期世代）を活

用し、令和２年度から４年度の３年間で 21名（毎年７名）の採用を目指す。

加えて、既存の経験者採用等の取組も着実に継続する（参考：外務省におい

て、平成 28年度から 30年度の３年間に実施した既存の経験者採用等の取組で

採用した 35歳から 49歳の人数は 75人）。 

 

 

２ 外務省が求める人材像・職種 

 就職氷河期世代の国家公務員中途採用に当たって外務省が求める人材像とし

ては、本申合せの「（各府省共通の方針）１ 国家公務員中途採用者選考試験

（就職氷河期世代）の採用方針」の（１）～（３）に掲げるような方に加え、

以下のような方を想定している。 

 

（１）国家公務員中途採用者選考試験（就職氷河期世代）の事務区分の方で､

外務省における官房事務（会計、庶務、文書管理、情報通信等）、領事事務、

秘書的業務等、与えられた職務に積極的に取り組む姿勢を有する方。 

 （２）海外における勤務環境を十分に理解し､外国勤務を厭わない方。 

（３）語学習得に意欲を有する方。 

 

 

３ 外務省における研修方針 

 就職氷河期世代の方が採用後、外務公務員として円滑に取り組めるよう、以

下のような研修機会を設けることとする。 

 

（１）中途採用者等研修【採用１年目の４月に実施】 

外務公務員としての自覚、意識を涵養するとともに、職務遂行に必要な

基礎知識の習得を図る研修を実施する。 

主な講義内容は、外務公務員としての倫理、心構え、実務知識、日本の

外交課題等の基礎講義等。 

 （２）英語研修【採用１年目の春から秋にかけて実施】 

本省業務を遂行する上で必要な英語力を習得せしめることを目的とし

て，実務に即した実践的な英語を集中して研修。 
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（各府省共通の方針） 

 

１ 国家公務員中途採用者選考試験（就職氷河期世代）の採用方針 

採用に当たっては、就職氷河期世代に多いと考えられる職歴がない、あるいは

少ないといった外形上の要件をもって直ちに不採用とするのではなく、例えば

以下に掲げる人材など、各応募者個人の適性や能力等を可能な限り細かに見た

上で、判断することとする。 

（１） 自身の経験や苦労を踏まえ、公務に対する強い関心と全体の奉仕者と

して働く熱意を有する者 

（２） 採用後の研修又は職務経験を通じてその知識及び能力の向上が見込ま

れる資質を有する者 

（３） 行政課題に取り組むに当たり重要となる論理的な思考力、判断力、表

現力などについて基礎的な能力を有する者 

また、単に受験者が高齢であることをもって採用を忌避するといったことが

ないように留意する。 

そのためには、職歴以外の学校などでの経験や苦労を踏まえて、受験者がどの

ように公務について取り組みたいと考えているかといったことをよく確認する

ことが重要であり、面接においては、就職氷河期世代としての経験を詳細に聞い

た上で、公務への適性等を見極めつつ、選考を行うこととする。 

  

２ 採用規模 

令和２年２月２６日付け人事管理運営協議会幹事会申合せに基づき、令和２

年度から新たに実施される国家公務員中途採用者選考試験（就職氷河期世代）を

活用し、令和２年度から４年度の３年間の取組において、政府全体で毎年１５０

名以上（３年間で４５０名以上）採用することを目標とする。 

加えて、既存の経験者採用等の取組についても、過去の採用実績を目安にしつ

つ、着実に継続する（参考：各府省において実施した、平成２８年度から３０年

度の３年間における既存の経験者採用等の取組で採用した３５歳から４９歳の

人数は１,８４９人）。 

各府省の取組については、人事管理運営協議会幹事会の場を活用して、進捗を

毎年確認することとする。 

 

３ 採用後の処遇 

（１）基本的な考え方 

国家公務員中途採用者選考試験（就職氷河期世代）による採用者につい

ても、採用後の人事評価に基づき、適材適所の人事運用を行うこととする。
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その際、優秀な職員については柔軟かつ早期に昇任を行うこととする。 

また、人事運用に当たっては、本人のキャリアプランに関する意向の把

握や必要な専門的知識・技術の習得や経験の確保等に配慮する。 

（２）研修の実施 

特に十分な職務経験を有していない就職氷河期世代の方をはじめとし

て、採用後、公務に円滑に取り組めるよう、人事院及び内閣人事局とも連

携し、職務遂行に必要な能力を身につけられるよう勤務開始前及び勤務開

始後に必要な研修を適宜実施することとする。 

 

以上 


